
長野県中学校男女柔道選手ジュニア特別強化事業
第31回ジュニア強化指定選手選考会・第29回長野県中学校新人柔道団体優勝大会要項

１ 主催 長野県柔道連盟

２ 共催 東信・北信・中信・南信柔道連盟

３ 後援 長野県柔道整復師会・しなのメイト株式会社

４ 主管 長野県柔道連盟強化部

５ 期 日 令和５年１２月３日（日）

６ 日程 （１）受付・計量 ８：００～８：５０
（２）開始式 ９：１０～
（３）競技開始 ９：３０～ ①男女団体戦 ②男女個人戦
（４）競技終了 １５：００（予定）
（５）表彰式 １５：１５～

７ 会 場 長野県立武道館 主道場
住所：佐久市猿久保１６５－１ 電話番号：０２６７－７８－５３７０

８ 競技規則
（１）規 定 国際柔道連盟試合審判規定、「少年大会特別規定」、「全国中学校体育大会の

審判規定に関する確認事項」により行う。
（２）判定基準

団体戦 ・「技あり」又は「指導差２」以上とする。
・双方の選手間に技による得点差がなく、「指導差１」の場合は「引き分け」
とする。

・代表戦の場合は、任意の選手とし、３分間の本戦で勝負が決しない場合は、
時間無制限の延長戦（ＧＳ）を行う。

個人戦 ・団体戦の個々の試合と同じように、「技あり」又は「指導差２」以上とする。

・本戦において勝負が決しない場合は、時間無制限の延長戦（ＧＳ）を行う。

※団体戦・個人戦とも、延長戦（ＧＳ）は、技による得点がない場合、「指導」

差が上回った時点でその選手が負けとなる。

（３）勝負の判定 ・投げ技：一本 技有

・抑え技：一本（２０秒） 技有（１０秒以上２０秒未満）
・反則：反則負け （含 指導３）

（４）試合時間 全ての試合３分間とする。

９ 競技方法
・男女団体戦の選手表（オーダー表）は、大会本部で用意する。
・団体戦の登録は、男子３名以上、女子２名以上で重い順に大将から配列する。後ろから詰め
て配列する。（補欠選手は男子２名、女子１名までとする）

・団体戦・個人戦とも４試合会場で同時に行う。
・団体戦・個人戦ともにトーナメント方式とする。ただし、出場者数によってはリーグ戦方式
とする。

・団体戦上位４チーム、個人戦上位４名を表彰する。（団体戦は３位決定戦を行う。個人戦は行わない。）

10 参加規定
・各地区中体連新人大会の団体戦上位男子４チーム、女子３チームの選手及び男女個人戦上位４
名で、大会の趣旨に賛同し、中学校長又は地域スポーツ団体等（地域スポーツ活動）の代表者、
保護者が認めたチーム及び選手とする。なお、団体戦においては、各地区で出場チーム数に満
たない場合は、他地区から補充をする（補充するチームについては専門委員の協議によるもの
とする）。個人戦においては、各地区で出場者数に満たない場合であっても他地区からの補充
はしない。

・男子個人戦の階級は50㎏級・55kg級・60kg級・66kg級・73kg級・81kg級・90kg級・90kg超級の
８階級とする。

・女子個人戦の階級は40㎏級・44㎏級・48㎏級・52㎏級・57㎏級・63㎏級・70kg級・70㎏超級の
８階級とする。



※大会前１か月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診断を受け、出場の許可を得ること。
大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とする。（尚至急、
専門医《脳神経外科》の精査を受けること）。練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、
許可を得ること。当該選手の指導者は、大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告
書を提出すること。

11 申し込み １１月２３日（木）までに下記宛へ郵送にて提出してください。
〒395－0806 飯田市鼎上山２５８２
鼎中学校 山崎 直人 宛 ＴＥＬ ０２６５－２２－０１７３
提出書類：団体戦及び個人戦参加申し込み書

12 参加料 ・参加費として、１人８００円（プログラム代金を含む）を納めてください。（補員
も）大会当日、受付で集金させていただきます。

13 組み合わせ ・抽選とする。抽選については大会事務局で行う。

14 都合により不参加の場合の連絡先 １１月２４日（金）までに下記にお知らせ下さい。
〒399-8205 安曇野市豊科５５５８ 豊科北中学校 安田 忠久
ＴＥＬ ０２６３（７２）２２６５ 携帯電話 ０９０－１０４５－３６５９

15 監督・コーチ
・本大会は、中学校として出場する場合、外部コーチが監督を兼ねることを認める。（学校職員
でなくてもよい。）また、外部コーチが複数の学校の監督及び外部コーチを兼ねることを認め
る。

16 その他
・本大会の団体戦の優秀選手と個人戦上位選手（ベスト４程度）を強化選手選考委員の選考によ
り、令和５・６年度長野県ジュニア強化指定選手に選出する。なお、強化指定選手には、後日、
通知を送付する。強化指定選手は、以後、各強化練習会に参加することを原則とする。


